
営業ごとの基準

食肉販売業
　イ　処理室を有すること。
　ロ　処理室に解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するために必要な設備を有すること。

　ハ　製品が冷蔵保存を要する場合にあつては製品が摂氏十度以下と、冷凍保存を要する場合にあつては製品
が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することのできる機能を備える冷蔵又は冷凍設備を処理量に応じた規
模で有すること。

　ニ　不可食部分を入れるための容器及び廃棄に使用するための容器は、不浸透性材料で作られ、処理量に応じ
た容量を有し、消毒が容易であり、汚液及び汚臭が漏れない構造であり、蓋を備えていること。

飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、複合型そうざい製造業及び複合型冷凍食品製造業のうち、生食用食肉
の加工又は調理をする施設にあつては、次に掲げる要件を満たすこと。
　イ　生食用食肉の加工又は調理をするための設備が他の設備と区分されていること。
　ロ　器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有すること。
　ハ　生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。

　ニ　取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあつては当該生食用食肉が摂氏四度以下と、冷凍保存を要
する場合にあつては、当該生食用食肉が摂氏マイナス十五度以下となるよう管理することができる機能を備える冷
蔵又は冷凍設備を有すること。

　ホ　生食用食肉を加工する施設にあつては、加工量に応じた加熱殺菌をするための設備を有すること。


